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戦後日本経済の動態と寡占理論

小　　林　　好　　宏

序

　最初に，本稿の目的とする問題点について述べる。本稿の中心問題は，寡占

経済の本質を如何に理解するかという点にあり，それを伝統的な寡占理論と照

応させながら，日本経済の現状に即して分析することが，さしあたりの課題で

ある。

　寡占経済と呼ぶのは，国内市場の主要な部分が，寡占的競争市場より成って

いることによる。もちろん，日本経済をとりあげても，未だに自由競争的な市

場が広範に存在していることは疑いない。だが，基幹産業部門において，寡占

が支配していることも事実である。

　さて，この寡占市場における企業行動は，大きく分けて，競争的側面と協調

的側面の両方を含んでいる。それは，同一市場においてあらわれることもある

し，市場の種類によってそれぞれ異なる場合もある。

　競争過程におけるこの二つの面の相異は，経済成長，経済発展の過程にも反

疎される①。それは，二つの側面が経済成長に影響するという面と，経済成長

の在り方が，競争形態に作用を及ぼすという面の，相互作用を含んでいる。本

稿の問題は，次のようになる。

　①　二つの側面は，それぞれいかなる条件のもとであらわれるか。

　②　ごつの側面のあらわれは，経済成長にどのように影響するか。

　③　二つの側面は，段階的にとらえうるか，併起的にとらえうるか。

　④そのような観点にてらしてみると，我国の現段階は，どのように位置づ

けられるか，特に，最近の集中合併運動は，どのようにとらえたらよいか。

　①の問題は，短期的には景気循環の局面における市場の競争の態様の変化に

かかわるものであり，長期的には，成長率の高い発展期，成長率の低い停滞期

に，これら二つの側面がどのようにあらわれるかという点にかかわる事柄であ

る。これは，マクロ的な国民経済全体の動きにかかわりをもつと同時に，個々

の市場の相異に関連する。すなわち，拡張しつつある市場において，競争的側
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面と協調的側面とは，いずれが支配的か，逆に停滞している市場においてはど

うか，という問題である。これは又，市場に存在する企業の規模格差，集中の

態様によっても影響されよう。そうした客観的条件のもとでのごつの側面のあ

らわれを検討するのが①の問題である。②の問題は，①と逆の関係であり，競

争的寡占一極端な場合がいわゆる過当競争である一と協調的寡占のいずれ

が，経済成長により促進的に働らくかが中心である。

　③の問題は，次のようなシエーマの検討を目指している。すなわち，寡占経

済を成熟と停滞の経済と見徹す立場では，自由競争一一一一es本の集積・集中一

独占化一一一競争の抑圧制限一停滞，という一連のプロセスを念頭において理

解している。したがっでその立場では，競争的寡占は，独占化のひとつの過程

として段階的にとらえているのであり，市場の拡張が止み，シエアt・・…が固定す

るにつれ，協調的寡占へと移行するものと理解している②。　しかし，現実に

は，一方で過当競争が行なわれながら，他方では協調的寡占市場も存在してい

る。それのみならず，ある時期から競争的傾向が急速にあらわれてくるという

ことも例外ではない。そのようにみると，単純に競争的寡占が過渡期の産物で

あって，成熟資本主義の真の姿は，協調的塞占市場を中心とする停滞経済であ

る，とかたづけてしまうわけにはいかない。この点を，日本の現実に即して検

討するのが③の問題である。④は，我国の現段階を，二つの側面との関係でど

う把握するかという問題である。特に，最近の集中合併運動は，競争に対する

制約，協調的側面のあらわれと，ただちに見徹しうるかどうかということが中

心問題である。

　本論では，まず，第1節でこの問題へのアプロLチの方法，定義上の問題に

ついて示す。つづいて第2節では，これまでの寡占理論について，それが寡占

市場のどのような側面をとらえたものであるかという点に焦点をしぼって展望

を試みる。第3節では，寡占経済の歴史と現状について，集中度，規模格差，

市場価格等，市場構造の問題を中心に検討する。そして最後に，我国の現状に

ついて，若干の推論を試みる。

①　筆者は，かって寡占経済における二つの傾向を，企業行動と経済成長と結びつけて

　検討した。企業行動のhでは積極的側面と消極的側面，それに対応して経済成長の上

　では，高成長と停滞が，二つの傾向として交代的にあらわれるものとみた。．拙稿「寡

　占経済における二つの傾向」山口経済学雑誌13巻4号

②　たとえば餌東光晴　近代価格理論の構造，新評論，1965
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1　問題へのアプローチ

　まず，この問題にどのような側面からアブU一チしていくか，その手順を整

理してみよう。序説の①の問題は，次のように細分しうる。第一に，景気循環

の局面に応じて，寡占経済の競争的側面と協調的側面は，それぞれどのように

あらわれるかという問題である。この場合，同一市場内部において，好況期に

おいては競争的側面が強くあらわれ，不況期には，協調的側面が支配的になる

ことが予想される。　　d

　次に，市場における需要の条件によってどうあらわれるかという問題があ

る。すなわち，需要が拡張しつつある場合と需要が停滞している場合で，それ

ぞれの市場の競争形態はどう影響されるか，という問題である。いわゆる成長

産業と停滞化した産業の相異による競争形態の相異である。これは，景気循環

の局面に応じた分析に関連をもつ。すなわち，需要が拡張しつつある市場にお

いては，好況局面におけるあらわれと共通性をもち，需要が停滞している市場

では，不況局面において支配的な傾向と共通性をもつであろう。異なるのは，

景気循環の局面での比較は，同一市場における時間的経過の中での問題である

のに対して，市場における需要の状態にもとつく比較は，同一時点での異種市

場間の比較の問題である点である。

　第三に，産業内における競争の形態，すなわち集中度，規模間の相対的格

差，企業の絶対数，等の条件を所与とした時に，それら条件の相異によって，

競争の形態がどのように影響されるかという問題である。ここで注意しなけれ

ばならないのは，これらの条件そのものは，景気変動の局面，全体としての経

済成長の在り方によって変化しうるということであり，第三のものを特にきり

離して考える場合は，それらのもの，すなわち景気循環の局面や経済成長の態

様を捨象して，いはば初期条件としての市場の競争形態による区別を問題にし

ているわけである。第三の問題は，市場におけるリーダーシップの存在の有

無，大企業と中小企業の競争関係，大企業同志の競争関係等，細部にわたる問

題の検討を要求するものである。

　第四には，技術的条件による競争形態の相異の問題がある。技術進歩が導入

される場合，技術進歩のない場合，更には，産業の技術状態，すなわち高度で

模倣が容易でない技術と比較的模倣の可能な技術等，これら技術的条件の相異

によって競争形態がどうかわるかという問題である。第五に，費用構造の相異

が競争形態に及ぼす影響が考えられる。これは第四と密接につながる。以上の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔
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　ような各方面からのアプローチが必要であるが，　これらは大きく二つに分け

　て，需要側の条件と供給側の条件というように分類考察することがでぎる。需

　要側の条件は，景気循環の局面における有効需要の動き，個々の市場の規模，

　等であり，供給側の条件は，企業規模，費用格差，技術進歩の動向等である。

　以上が」この問題にアプロ・・一チする手順として考えうるものである。

　　次に，競争的側面，協調的側面というごつの側面を考える場合，二つの側面

　のあらわれ方を比較する際の指標として何をとるかという問題がある。指標と

　しては，当然価格が考えられる。競争的寡占の典型は，価格引下げ競争か広告

　販売競争であるが，後者は，価格引下げ競争の条件が失なわれたもとで更に競

　争によってシエアーを少しでも拡大しようとする結果生じたものと考えられ

　る。この反対の極をなすものは，協調的行動であり，価格維持政策が中心であ

　る。

　　指標の問題と関連して，次に，市場構造のタ4Sプ分けの問題がある。まず，

　寡占とひとくちに言っても，製晶差別型寡占と集中型寡占で，その意味は若千

　異なる。いずれがより本質的かといえば乳集中型寡占であろう。集中を媒介に
ノ して，自由競争から独占の段階へと移行しているからである。

　　ところで集中が中心になるとは言っても，集中度だけで寡占市場のタイプ分

　けをすることは単純に過ぎるであろう。生産の集中度が高い程独占化がすすん

　でいるということは，おおよそ一般的に言えることであるが，しかし集中度が

　高くとも，競争的側面が強くあらわれる場合もありうる。したがって上位何社

　程度の集中度が高いか，リーダー一シップをとる企業があるか，上位数社の競争

　関係が強いかどうか，等々，こまかな点での検討が必要である。　　　，

　　そζで，次に個々の業種について，その市場の性質にしたがって種タな角度

　から分類してみよう。まず，生産集中を中心に業種を区別する場合，ある特定

　時点の集中度によって業種を分類する場合と，集中度がどのように動いていく

　か，集中度の変化の方向に注目して分類する場合とに分けることができる。前

　者は静態分類であり，後者は動態分類である。まず静態分類についてみる。公

　正取引委員会事務局編の「日本の産業集中」①において示された分類にしたが

　うと，集中度の高低による類型（静態類型）は，六つに分けられる。すなわ

　ち，1　極高位型，2，高位型，3，準高位型，4，中位型，5，準中位型，

　6，低位型の六つである。極高位型は，5社累積集中度が100％，β社累積集

　中度が90％以上St　1社累積集中度が60％以上である。高位型は，10社累積集中

　度が100％，5社累積集中度が90％以上100％未満，3社累積集中度70％以上90．
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％未満である。いずれも集中度はかなり高いが，相異点は，極高位型が企業数

5社以内という絶対的集中を示している上に，リーダー的地位にある企業が60

％以上の生産を独占していることである。高位型の場合も，企業教が10社以内

であるから，かなり高度な集中を示している。だが必らずしも1社だけで大半

を支配しているわけではない。

　準高位型は，10社累積集申度が90％以上100％未満，5社累積集申度が70％

以上90％未満である。準高位型までは，明らかに寡占市場と呼ぶことができ

る。しかも集中度の高い市場と言える。市場の90％以上が10社以内の企業によ

って占められている場合には，上位企業のうちのひとつの企業の行動は，市場

全体に何らかの影響を持ちうるし，市場価格の決定についても，生産の変動

が，価格決定に際してネグリジブルではありえない。

　中位型は，10社累積集中度が75％以上90％未満，5社累積集中度が60％以上

75％未満の業種である。準中立型は，10社累積集中度が50％以上75％未満の業

種である。中位型，準中位型は，集中度の上からは，それ程独占化がすすんで

いるとは言い難いが，さりとて自由競争的とも言いきれない。丁度，自由競争

市場と寡占市場の中間位に位置づけることができる。低位型は，10社累積集中

度が50％未満であり，多少の集中はあるが，集中の影響はネグリジプルな業種

である。

　これら六つのタイプの性質について検討を加えよう。極高位型は，生産に高

度な技術を要すること，生産に巨大な資本を要すること，既存企業の商標が著

名であること，その他，需要者が特定していることや，原料供給関係が安定し

ていることが挙げられ，その結果，他企業の参入がなく，集中が高度化してい

るものである。高位集中型も，ほぼ同様であるが，新規企業も若干進出してい

る。逆に需要の停滞を反映している面もある。準高位型は，生産に要する資本

は多額であるが，技術はそれ程高度ではない。したがってそれだけ参入の可能

性がある。　有力企業は存在するが，　特定のトップ企業が存在する業種は少な

い。極高位型，高位型が，比較的専門品種の生産を特徴としているのに対し，

このタイプは，専門晶種よりも多角品種が多く，資本金が巨額である場合が多

い。中位集中型は，比較的企業間格差の少ないものが多いため，大企業数社が

全体に占める比重は高いが競争が激しいという場合が多い。準中位型は，企業

数もかなり多く，資本も多額を要しないが，なお大企業が優位を占めている。

低位集中型は，概して資本金の規模などは小さなものが多い。又，指導的企業

の存在はない。以上は，静態類型による市場の分類と，それぞれの特徴であっ
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　た。

　　さて，以上は集中度を中心にみた市場の分類であるが，これだけでは寡占的

　競争乃至協調のパターンを見出せない。たとえば，集中度の最も高い極高位型

でも，同一規模の少数企業から成るもの，格差の大きい少数企業から成るも

．の，少数の大手企業と多数の周辺企業から成るものと，三つのタイプに分けら

れる。それぞれのタイプによって競争パターンは若干異なる。そこで企業教と

集中度格差を基準において類型化を行なうことができる。前掲「日本の産業集

　中」においては，これらを総合した基準による類型化を行なっている②が，そ

れによると，市場は八つのタイプに分けられる。1，高度寡占型〔1〕　企業

数は1～7社で，1社集中度50％以上，2位との格差が大きいもの，2，高度

寡占型〔ll　）　企業数1～7上位企業の格差が小さいもの。3，寡占型〔1〕

企業数8～30，1社集中度30％以上で，2位との格差が大きいもの。4，寡占

型〔H〕　企業数8～30，上位2～4社の集中度が高く，それ以下の企業とop

格差が大のもの，5，二極集中型，企業数約40以上，上位1～4社の集中度が

高く，それ以下の企業との格差大なるもの，　6，平準的集中型，企業数8～

30，企業間の格差が小さいもの，7，競争型〔1〕　企業i数40以上，10社累積

集中度が約50％以上，上位企業間の格差は小さい。8，競争型〔皿〕　企業数

70以上，10社累積集中度が約50％未満，上位企業間の格差が小さい。

　　まず，高度寡占型と寡占型の区別は，企業数の差から生じている。前者は1

～7社で市場が占められている場合，後者は企業数8～30の範囲内である。ま

た，それぞれ〔1〕と〔1［〕とに分けられているが，〔1〕は，市場において

主導的企業が存在する場合であり，〔皿〕は，上位数社間では格差が少ない場

合である。高度寡占型〔皿〕では，企業教自体が少ないために，企業間格差が

全体として小さい。これに対して寡占型〔1［〕では，上位企業聞では格差が小

　さいが，他の小規模企業との格差は大きい。集中度の上から言うと，高度寡占

型〔1〕は極高位型のみから成り，高度寡占型〔ll　）は，それに高位型が加わ

　る。寡占型〔Dになると準高位型，まで加わり，寡占型（［〕では，準高位型

　が含まれる他，極高位型は存在しなくなる。

　　二極集中型というのは，上位・1～4社の集中度が高く，それ以下の企業との

格差が大きい分野であるが，これにはいろいろなタイプが含まれ，極高位型か

　ら低位型まで含んでいる。　このタイプは，一一llに性格づけることはむつかし

　い。以下，平準的集中型，競争型〔1〕，（　ll〕の順で，企業数が増え，集中

度も低くなり，企業間の格差も小さくなる，
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　高度寡占型〔1〕（　ll〕と寡占型〔1〕〔ll〕，それに二極集中型の一部

は，明らかに寡占市場と言えるが，平準的集中型の場合も，伝統理論と照応さ

せて考えれば，寡占市場の特徴を幾分か持ち合わせていると言えよう。これは

高度寡占型〔Dにおける企業数1～7社というのを8～30にまで拡大した場

合に相当するものであり，容易に想像されることは，競争的側面が強いことで

ある。競争型〔1〕の中には，集申度の上で準高位型まで含んでいるから，寡

占的要素が全然無いとは言えないが，自由競争的要素の方がより強いと言える

だろう。競争型〔皿〕の場合は，完全に自由競争タイプと見倣して差支えな

い。以上は，一時点における集中度，企業数からみた市場の類型であった。こ

の中から，寡占経済の特徴としての協調的側面と過当競争をもたらすような競

争的側面をぬき出して分析することが問題になってくる。’ここで注意を要する

のは，寡占経済における競争的側面という場禽それは自由競争的市場の企業

ビヘイビアーとは区別している。したがって，ここで述べた類型化にしたがう　、

と，そこでもうひとつの問題が生じてくる。それは，寡占的市場と呼びうるよ

うな市場一企業数もある程度限定され，集中度も高い市場一における競争

的側面と，自由競争的市場における競争とが，どのように異なり，それは経済

諸量の動きにどのような影響を及ぼすかという問題である。言葉を変えていえ

ば，個々の企業の立場からみて；右下りの需要曲線に直面しているような市場

における競争と個々の生産量の変化にもかかわらず，価格不変，すなわち需要

の弾力性無限大の市場における競争とは，同じか違うか，違うとすればどこが

違うか．それはどのような面にあらわれるかという問題である。こうした問題

を含めて，これまでの伝統的な寡占の理論を一通り検討し，これがいま述べた

二つの側面とどのように関連しているかを次に検討しよう。

①公正取引委員会事務局，口本の産業集中，東洋経済，昭和39年

②同上，37～9頁

2　寡占理論の展望

　寡占理論は，市場における価格と生産量の決定理論の中で展開されてきた。

寡占理論に入るに際して，まつその前史とも言うべき，ロビンソンとチェンバ

リンの木完全競争，独占的競争の理論の，主要な特徴についてみよう。

Irビンソンとチェンバリン

／
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　ロビンソンの不完全競争①の理論は，需要者側の条件を前面に押し出した分

析である。費用曲線の形態は，限界費用曲線にしても平均費用曲線にしても，

純粋競争の場合と変わらない。異なるのは需要の弾力性が無限大ではないとい

う点のみである。かくて右下りの収入曲線が描かれる。企業の行動は極大原則

にしたがうものであり，限界利潤ゼロをもたらす生産量，すなわち限界収入＝

限界費用をもたらす生産量が均衡生産量である。

　そこで企業の自由な参入があると，収入曲線は下方ヘシフトする。　その結

果，限界収入＝限界費用をもたらす生産量は低下する。やがて利潤ゼロの状態

において均衡する。このような利潤ゼロの均衡点においては，操業度は適正操

業度以下である。何故なら平均収入曲線は右下りである6この曲線がU字型の

平均費用曲線と接するのは，平均費用曲線の右下り部分，すなわち費用逓減的

部分であるからである。かくて，不完全競争においては，均衡と過剰設備どが

両立しうる。

　ロビンソンが考えている市場は，①需要者の嗜好や惰性等による市場の不完

全性と②企業の自由な参入とを前提にした市場構造である。そして価格を決定

するものは，費用曲線と収入曲線の形であるが，U字型の費用曲線が与えられ

ていると’s後はもっぱら収入曲線の傾斜すなわち需要の弾力性に依存する。

　要するに，ロビシソンの不完全競争理論と純粋競争の理論の相異ほ，次の二

つである。第一は，価格決定に需要の弾力性が関係するか否か，第二は，純粋一

競争の場合は，収穫逓減が働らいて限界費用曲線の右上りのところで均衡する

が，不完全競争の理論の場合は，操業度が100％以下のところで均衡する点で

ある。

チェンバリンの独占的競争②の理論がロビンソンの不完全競争の理論と異なる

点は，　チェンバリンにおいては，企業間の競争関係が導入されている点であ

る。共通点は，両者とも，個々の企業に対する需要曲線が右下りであるという

点で純粋競争と区別されているという点である。問題は，チェンバリンにおい

て導入された企業間の競争関係である。ロビンソンにお1、・ては，競争形態がど

んなものかは問題でなく，超過利潤がある場合には，　自由な参入が生じて，

超過利潤が消滅する産業の均衡状態が考えられている。これに対して，チェン

バリンの場合には，企業間のストラテジックな競争関係が一応入りこんでい
る③。

　チェンバリンは，周知のように企業が一致して行動する場合の需要曲線と，
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他の企業が価格を変化させない場合に，自分だけが価格を変化させた場合の需

要曲線と二本の需要曲線を描く。DD曲線は，この産業全体に対する需要曲線

の断片的部分であり，dd曲線は，他の事情に　・　　　第1図

して不変な場合の個別企業の需要曲線である。

dd曲線は，よりゆるやかな傾斜である。　　　価

　新規企業の参入はDD曲線の左方移動をもた格

らす。平均費用曲線め右下りの部分と接すると

ころで均衡がもたらされるのはロビンソンと同

じである。だが問題はその先であり，個々の企

業が競争意欲，シェアー獲得意欲が強ければ，　　　　　　　　　　　生産量

価格を下げて生産を拡張することがありうる。価格低下によって需要量が増し

た場合，その生産水準のもとで利潤が発生しうる。その結果，他企業も同様な

行動に出るだろう。すなわち，他企業が一致して価格を下げるから，それに応

じてこの企業のdd線も低下する。その過程が行きついた均衡点において，　dd

曲線と平均費用曲線は接する。この場合，産業内の企業が一致して行動する場

合にくらべて，生産量は多く，遊体設備は少ない。チェンバリン理論の中で

は，競争的行動が出てきた場合，価格低下と隼産の拡大がより一そうもたらさ

れることが示されている。

　ロビンソン，チ，｛1ンバリンともに，企業の自由な参入を認めた上で，産業の

均衡へ至る過程を示している点で共通性がある。だがチェンバリンの場合は，

産業内の企業が一致して行動した場合，すなわち協調して，いはば一企業とし

て行動する場合の均衡と，競争が激しく，シェアー獲得にうつて出た場合の均

衡が区別されている点では，後の議論に示唆を与えている。両者とも，自由競

争との違いは，需要曲線の如何にかかっており，後は，参入の自由を認めてい

るという意味で，純粋競争の理論とさして異なるところはない。だが，チェン

バリンの二本の需要曲線は，後の寡占理論に影響を与えた。すなわち屈折需要

曲線がそうである。

　屈折需要曲線の理論

　スゥィージーの屈折需要曲線④は，チェンバリンのDD曲線とdd曲線を合

成してできたものと言える。すなわち，ある均衝状態にある場合，個々の企業

が価格引上げ又は引下げ行動に出たならば，需要量がどう変わるかを示したも

のが屈折需要曲線である。仮定として，現行価格より価格を引下げたならば，
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平均収入曲線は急傾斜となり，限界収入曲線が，現行価格を境に不連続となっ

ていること，のみならず，現行価格以下では限界収入曲線と限界費用曲線とが

交わらないことが示されている。屈折需要曲線の傾斜のゆるやかな部分は，チ

ェンバリンのdd曲線の断片であり，急傾斜の部分はDD曲線の断片であると

考えることができる。すなわち，個別企業が価格引下げ行動によって需要量を

増大させようとするならば，他の企業も競って価格引下げ行動をとるから，全

企業が一致して価格を引下げた場合と同じことになる。その場合，限界収入＝

限界費用の条件は充たされなくなり，企業は損失をこうむるから，結局，価格

引下げ行動はとらない。結局，屈折需要曲線の理論は，価格の下方硬直性を説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2図
明する原理となっている。図に

おいて，需要曲線はdノにおい

て屈折し，それに応じて限界収

入曲線は，Qにおいて不連続と

なっている。産出量q＊のもと

では，限界収入は限界費用を上

廻っているが，産出量がq＊を

越えると，限界収入は，限界費

用以下となる。　スウィージー

は，限界費用曲線を図のように

完全利用点までは収穫逓減法則

の作用しない水平の曲線として

d’　　　　限界費用曲線

　平均収入曲線
　　／

描く。限界収入曲線の不連続なQRの区間を限界費用曲線が通過する限り，企

業は現行価格を維持するのが最も有利となる。かくて，屈折需要曲線の理論に

おいては，ひとたび均衡価格が定まると，その価格は下方に硬直的になること

が説明されるのである。

　屈折需要曲線の理論は，ひとたび均衡価格が決まると，それが下方に硬直的

となることは説明されるが，何故，その水準に価格が決まったかを説明しな

い。したがって，それは価格の硬直性の説明原理ではあるが，均衡価格の決定

原理ではない。その点で第一の難点がある。もうひとつの難点は，寡占価格と

いえども，現実には変動しているのであり，それは屈折需要曲線によっては説

明できない。したがって，屈折需要曲線の理論は，寡占価格の一部分に妥当す

るところはあっても，全体に妥当性はない。

　屈折需要曲線の問題点として，次のことが挙げられる。第一に，市場が拡張
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しつつある場合，すなわち需要曲線が右へ移動する場合，需要曲線に変化がな

いか，、第二に，費用曲線が低下する場合，均衡価格と生産量はそのままで利潤

だけが増加することになるかどうか，．第三に，参入の可能性がある場合どう

か，ということである。第一の問題については，短期的には大きな変化はない

であろうと言える。だが，たとえば耐久消費財が普及しはじめた時期と，かな

り普及した段階とでは，需要の弾力性が変化するであろう。おそらく，徐々に

弾力性は小さくなると思われる。屈折需要曲線の理論が妥当するのは，むしろ

需要の弾力性が小さくなった段階であろう。第二の問題は，能力拡張型技術進

歩に対して費用節約型技術と呼ばれるものに対応する。他の条件にして不変

で，費用曲線のみが低下すると，明らかに　　　　第3図

超過利潤が発生する。だが，超過利潤が発

生した場合に，既存企業は，果して現行価

格を維持する行動をとるであろうか，そこ

に価格引下げと販路拡張の競争が起りはし

ないか，という疑問が生ずる。超過利潤が

発生しても，なおかつ現行価格を維持する

とすれば，それは既存企業同志が協調して

行動しているからである。費用曲線が低下

する場合でなくとも，何らかの理由で価格

が決定したその時点で，超過利潤は発生し

ている場合もある。　少なくとも，限界収入曲線の不連続な点で生産量が決定

し，費用曲線が限界収入曲線と接することなく，不連続の間を通る場合には，

そうである。そうなると，そこに参入の可能性が生ずる。すなわち，第三の問

題点が出てくるのである。いわゆる純利潤ゼロに至らずに均衡産出量が決定さ

れる可能性が，屈折需要曲線の理論の中にはすでに含まれている。

　屈折需要曲線の理論の最大の難点は，価格決定論でないという点であるが，

価格の決定について，伝統的な理論と離れて新らしい視点を提供したのは，ホ

ー
ルとヒッチのフルコスト原則である。次に，佃折需要曲線とフルコスト原則

の関係について検討しよう。

　屈折需要曲線とフルコスト原則

　ホールどヒッチ⑤が新らしい価格決定論を提起した根拠は，企業が，需要曲

線にも限界収入曲線にも注意を払っていないということにある。では，現実の
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価格決定と言えば，単位当りの主要費用を基準とし，これに間接費をうめあわ

せるためのある比率をかけ，更に利潤のための慣習的な比率が加えられてきま
る。

　フルコスト原則については，このマークアップレートが，論理必然的に決まる

ものでなく，あくまでも経験的に定められるものに過ぎないという点で，論理

的根拠の薄弱さが指摘されている。だが仮にその点を許容したとしても，もし

フルコスト原則が正しければ，費用の増大は価格を上昇させ，利潤量を増大さ

せることになる。完全競争においては，もちろんこのようなことは現実妥当性

をもたない。寡占経済において，費用の上昇が，容易に価格上昇に転嫁しうる

ものとすれば，それを可能にする根拠は何であろうか，そこで，当然のことな

がら寡占企業間の協調的行動がとりあげられる。　この点を明らかにするため

に，屈折需要曲線との関係をみよう。

　いま仮に，市場内の一企業だけ費用の上昇があったとする。’その場合は，費

用の上昇した当該企業においてのみ利潤の減少が生ずる。その企業が費用上昇

を価格上昇に転嫁しようとしても，他社は協調しそ価絡の引上げに応じない。

その結果，当該企業が価格を引上げるなら，シェアーをかなり失なう・ことにな

る。だが，もし費用の上昇が産業全体に生ずるならば，事情は異なる。その場

合，全企業にとって価格引上げの動機が働らくわけであり，協調して価格を引

上げるであろう。各社が協調して行動する場合の需要曲線は，チェンバリンの

DD曲線と向じである。すなわち，屈折需要曲線の急傾斜な勾配をもつ部分を

延長したものとなる。

　すなわち，d’”d””のようになる。こ　　　　第4図

の場合には，一企業だけが価格を引上げ

る場合にくらべて，個々の企業にとって

の需要量の減少は小さい。

　経済成長の過程で市場が拡張しつつあ

る場合には，価格を引上げても需要量の

減少はみられない。もし需要量が増加し

なくともよいのであれば，一一・・i層の価格の

引上げが可能である。第5図において現

行価格をPl，生産量をq1とすると，需

要が拡張し，需要曲線が右へ移動してい

る場合は，価格がp1からp2へと上昇し
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P，

P，

、

、

、

第5図 第6図

　　　　　　　　　qi　qz

ても，生産量はqlからq2へと増大しており，需要の減少はみられない。もし

企業が，生産量をq1のままに維持しょうと思うなら，価格はp3にまで上昇し

うる。価格が上昇して，ある水準に決まると，個別企業にとっては，その水準

で需要曲線の屈折が生ずることになる。したがって協調によって価格が引上げ

られると，それ以上は個別企業の立場で価格引上げを行なうことは，損失とな

る。したがって，協調的行動をとる場合の需要曲線の各点から，無数に屈折し

た個別的需要曲線を描けることになる。

　以上のことから，協調して行動する場合には価格引上げが行ないやすいこと

が判った。協調の動機は，費用の上昇，利潤の圧迫である。ところで，このよ

うに各社が協調して行動する場合，需要曲線は，チェンバリンのDD曲線に等

しくなる。屈折需要曲線は，個別企業の立場で，独自に行動しょうとする場合

の価格と需要量の関係を示しているに過ぎない。そうすると，各企業が協調し

て行動することを前提とすれば，DD曲線に応じて描かれる限界収入曲線も連

続的となる筈である。とすれば，各企業にとって，限界収入と限界費用が一致

する点が見出せるわけであり，そうなると，各企業は限界収入と限界費用が等

しくなるように行動する可能性がある。かくて，協調が価格引上げにおいてな

されても，競争の動機がある限り，新らしい均衡は不安定である。それとも，

新らしい均衡点は，各企業の限界収入と限界費用を一致させる点で決まるので

あろうが，仮にそうであったなら，正の利潤を求めて新規企業が参入する可能

性が生ずる。そこで協調的寡占においては，次の問題が生ずる。それは，協調

的行動が，価格の安定をもたらしうるかどうか，もたらしうるならどういう場

合か，という問題である。
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　協調的寡占市場においては，プライスリーダi・一一一シップが存在することが知ら

れている。’もし，同程度の規模の企業が数社存在する場合には，・成程，全体と

しての費用上昇があると，協調して価格引上げを行なう動機は存在する。だ

が，利潤がある程度の水準以上に得られている場合には，競争にうって出てシ

ェアーを拡大しょうとする動機も強い。協調が仮に安定価格をもたらすとすれ

ば，市場に存在する企業間に格差があり，リーダーとフォロワーの関係が成立

する場合であろう。プライスリーダーシップの生まれる根拠は，よく知られる

ようにlive　and　let　liveの原則である。プライスリーダーは限界生産者のこ

とを考えて行動する。各社共通の費用上昇によって価格引上げの誘因が生じた

場合，協力して価格を引上げようという動機は，小企業の方に生ずる。したが

って，プライス・iJ　・一ダー一が価格を引上げれぼ，喜んで追随する。これは，結

局，大企業のためにもなる。限界生産者の存立を許す価格は，大企業にとって

は超過利潤をもたらす価格だからである。同時に，限界生産者自身が，かなり

の規模の大企業であって，淘汰することが不可能であれば一一あるいは，淘汰

のためには，相当な犠性が必要であれば一プライスリーダーは共存しなが

らも，自己の優越性を持続するみちを選ぶかもしれない。特に，背後に資本力

をもった集団が存在している場合には，そうである。更に，限界生産者が存続

しながら，超過利潤を得ている場合には，新規企業は参入しにくい。プライス

リーダーの行動の基準には，参入の阻止の動機が強く働らいていると考えられ

る。そこで次に，参入阻止価格についてみよう。

　参入阻止価格

　フルコスト原則は，産業内の企業の協調を前提としてはじめて成り立つ。そ

の場合，産業内の企業は，全体として一個の独占体と同じように行動すること

になり，個々の企業の直面する需要曲線は，屈折需要曲線の急傾斜な部分の延

長である。　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　この需要曲線の傾斜が，どのような値であるかは，商品の種類によって異な

るが，急傾斜である程，言いかえれば，需要の弾力性の値が小さい程，協調的

行動をとりやすい。価格をP，需要の弾力性をη，限界費用をmcとすると，

　　　　　　　1
　　　　P＝…一一一mc
　　　　　　　　1
　　　　　　1－一一
　　　　　　　　η
　　　　　　　η＞1

の関係がある。ηが1に近ずく程，価格は高くなる。需要の弾力性の小さい産
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業では，限界収入＝限界費用の極大限則にしたがって行動すると，価格はいち

ぢるしく高くなり，そのような高価格に対しては当然，社会的反撃が予想され

るし，それに高利潤を求めて参入者があらわれる可能性が強まる。そこで現実

のマークアップレートは，もっと別な基準で決められる。

　短期的な利潤極大原則にしたがうなら，参入の可能性が生じ，ある種の産業

の均衡が生じうることは前述した通りである。極大利潤追求行動が超過利潤を

もたらし，参入が生ずれば，価格引下げ競争が生ずる。この場合は需要曲線が

急傾斜である。右下りの需要曲線のもとで超過利潤ゼロの状態に至ると，．理論

的には過剰設備が生ずるが，需要曲線が急傾斜である程，遊休設備の範囲は広

い。ひどたび参入企業が増えた状態のもとで更に価格を維持しょうとすると，

一企業あたりの需要量は減少する。かくて，　このような損失を回避するため

に，ある程度の超過利潤を維持しながら，しかも参入を防ぐような価格設定行

動をとるだろう。これは，いはば長期的利潤極大化と言える。それをもたらす

価格が，いわゆる参入阻止価格である。

　参入阻止価格について，ひとつの解を与えたのはシロス・ラビー二であ

る⑦。彼の議論の特徴は，市場内に存在する企業の規模の格差，したがって技

術，費用の格差を前提として，参入障壁が生ずることを示した点である。彼

は，技術Q不連続性・価格と需要量との一義的な関係一経験的需要の弾力性

一一
，を前提に：おく。技術の不連続性は，参入阻止価格の差をもたらす。又，

市場の規模を一定とすることによって，価格と需要量に一定の関係が生ずる。

この二つの関係を利用して，市場に規模の異なる企業が共存する場合の均衡を

示すのである。彼の参入阻止価格の定義は次の通りで義る。参入阻止価格を

pmとする。単位当り固定費をk，単位当り可変費用をvとすると

　　　pm＝（k十v）（1十rm）

rmは最低利潤水準であり，少なくとも現行利子率水準より低くないことが要

求される。規模の格差は（k＋v）の相違をもたらす。rmはすべての企業に

共通の水準と考えることができるから，各企業規模ごとにPmの水準は異な　　　・

る。更にある企業の（k＋v）以下の価格である場合は，価格を上廻るk＋v

をもつ企業は排除される。k＋vの水準は企業c“とに異なるのであるから2こ

のような排除価格の水準も，企業によって異なるのである。既存企業の総生産

量を上廻る経済的空間が存在していても，その程度によっては，参入が必らず

しも生ずるわけではない。生じたとしても大企業の参入を許ざない程度の空間

であれば，中企業乃至小企業しか参入できない場合もある。かくて主導的企業
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎
は，与えられた市場の規模，費用格差，需要の弾力性を考慮して，最も有利な

価格設定を行ないうる。かくて価格決定の要因は，（1）市場の絶対的規模，（2）需

要の弾力性，（3）技術，（4）可変要素と機械の価格である。

　シロス・ラビー二の参入阻止価格の理論も，寡占企業間の協調，あるいは，

寡占的大企業と周辺的企業の協調を前提としている。ところで，協調的寡占に

おいても，価格は変化する。その変化の原理が，フルコスト原理であると言う

ことができる。だが，フルコスト原理は，均衡価格の決定理論としては若千弱

い。シロス・ラビー二の最低利潤水準にしても，いわゆるプルコスト原理での

マークアップレートにしても，何故その水準に決まるかは，理論的には不明確

である。参入阻止価格は成程，一種の均衡価格であるが，参入阻止価格が決ま

るためには，最低利潤水準が決まっていなけれぼならない。したがってダこの

根拠が弱いとなれば，理論的には弱点をもっていることになる。この理論はむ

しろプライスリーダーシップの協調的行動原理と言うことができる。そしてひ

とたび価格が決まったならば，市場内の企業は単独では容易に価格を変更でき

ない。それを説明するものとして有効なのが屈折需要曲線の理論であると言え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
る。

　参入阻止価格を高位安定的に保づには，効率の悪い弱小企業を存続させた方

が有利である場合もある。そのような場合，協調的傾向は強められる。だが，

これは市場の絶対的規模の制約を前提として言いうることであり，市場が拡張

しつつある場合には，参入の可能性は強まる。既存の大企業も，シェアーを維

持，拡張するための行動に出るだろう。その場合には競争的傾向が強まる。市

場が拡張しつつある動態的側面でとらえるならば，単純化された協調的市場の

説明だけでは不充分である。そこで競争的寡占の問題について検討する必要が

ある。

　競争的寡占論

　戦後，我国に高度成長をもたらしたひとつの要因として，過当競争のプラス

の側面がとりあげられる。だがもちろん，すべての市場において過当競争が行’

なわれていたわけではない。市場によっては明らかに協調的寡占市場と言いう

るものもある。これに対して，市場において少数企業のみが存在するという意

味で明らかに寡占市場でありながら，寡占の特徴である価格の硬直性がみられ

ず，むしろ低下傾向を示している市場もある。たとえば自動車産業がそうであ

り，少なくとも2～3年前までは，家庭電器製品の殆んどがその傾向を見せて
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いた。これらは，競争的寡占産業と言える。

　では，この種の市場行動を説明する原理には，どんなものがあるか，これま

での寡占理論の殆んどは，協調的寡占の行動原理であったと言って差支へな

い。そのことは，寡占経済の主要な特徴が，寡占企業間の協調性にあり，過当

競争という言葉で象徴されるような競争的側面は，例外，ないしは過渡的現象

であることを意味するものと理解することが一応は可能である。だが，そうは

言っても，競争的寡占が自由競争と独占の間をつなぐものであり，独占の成立

は，最早，競争の存在を許容しないものであると結論づけるのは早急である。

競争が停滞し，協調が支配的となっている時代において，再び競争的傾向が強

くあらわれるというζとは，歴史的に経験されていることである。

　それは，技術革新，新製品の登場といった時代的背景をともなってあらわれ

る。競争的寡占を特徴としている市場は，主として新産業部門に多い。その場

谷の特徴は，新製品市場の成立の当初から，市場内に存在する企業が少数であ

り，かつ巨大であるという点である。この特徴は，おそらく，19世紀のヨーn

ッノぐ一一特にドイツー一で，鉄鋼を中心とする重工業が登場した時代に，すで

にあらわれていたであろう。その技術的性質から言って，巨大な資本を必要と

する分野においては，出発の当初から，自由競争の成立する条件に乏しく，寡

占的市場として出発したというごとは容易に想像にかたくない。同じ現象が，

今日においても耐久消費財産業等を中心にあらわれており，又，i類似の傾向は

，戦争その他の外的シヨックを媒介にして，市場が急速に拡張する場合には，

旧産業分野でもあらわれうる。

　さて，このような競争的寡占の行動原理をあらわすものとして一番近いもの

としては，ボーモルの売上高極大化仮説⑧が挙げられる。

　ボーモルの理論の主要な論点は次の通りである。寡占企業は，限界収入＝限

界費用であらわされるような利潤極大化行動をとるのではなく，売上高を極大

化しようとして行動する。売上高がある限度を越えて拡大すると，利潤水準は

低下する。利潤水準には，それ以下には下りえない最低水準がある。この最低

利潤水準が，売上高極大化行動にとって制約条件となる。価格をP，生産量を

Q，利潤量をπとすると

（1）㎎謬L・　　売上高極大化条件

　（2）　π≧πm　・　＼　　　　　最低利潤の制約条件

この二つの条件のもとで，生産量の範囲は限定されている。
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　ボーモルの主張は，（2）の条件を付した上で（1）に最も近いところで生産量が決

まる，と解すれば，これは寡占企業のかなり積極的な行動を示す論理である。

けれども，最低利潤水準の制約が強ければ一その水準が高ければ一それ自

体としてさして積極的な主張とならない。むしろ極大利潤以下の利潤水準を維

持するという消極的行動の側面を示すものと理解できないことはない。だが彼

の文脈からみるならば，前者の面がより強いと思われる。

　売上高極大化仮説は，寡占市場内での個々の企業の行動原理を示しているの

か，あるいはその中の特にプライスリーダーシップの行動を示しているのか，

必らずしも明らかではない。もし屈折需要曲線の理論が・かなりの妥当性をも

、っているならば，市場内の個々の企業の直面する需要曲線は屈折需要曲線だと

言ってもよい。ところがボーモルの場合，需要曲線は不完全競争における需要

曲線と同じである。この需要曲線は，これまで示したように，協調的寡占市場

においてプラィスリーダーシップが行なう価格決定に関連している。だからと

いって，売上高極大化仮説において示されているのは，プライスリTダーシッ

プやカルテル当事者の行動であると断ずるのは早計であろう。屈折需要曲線が

描かれていないということは，価格の硬直性を説明する原理が除かれていると

いうことであり，そのことは，最低利潤水準をもたらすまで価格は低下しうる

ことを示している。かくて，売上高極大仮説は，価格引下げ競争の生ずるよう

．な，競争的寡占市場により妥当性をもっと言える。

　．これまで，寡占理論を種々検討してきたが，多くは協調的寡占を説明する原

理であるのに対し，競争的寡占を説明する理論ほ乏しい。だが，現実に我国で

は，競争的寡占市場にあたるものが，かなり多いこともたしかである。次に，

協調と競争という寡占経済の二つの側面に関し，日本経済を具体例にとりなが

ら検討しよう。　　　　　　　　　　　　　’　　．

　①J．Robinson；The　Economics　of　lmperfect　compettition．1932

　②Chamberlin；The　Theory　of　Monopolistic　compettition．

　③　伊東光晴，前掲書69－70頁参照。

　④P．Sweezy；Demend　upder　Conditions　of　Oligopoly，　Readings　in　Price

　　　Theory，1953
　⑤R．L　，　Hali　J．Hitch，　Price　Theory　and　Business　Behaviour，　Oxford

　　　Economic　Papers，　1939

　⑥伊東，前掲書149頁参照

　⑦Paolo　Sylos－－Labini；01igopoly　and　Technical　Progress，1962

　⑧W．J，Baumel，　Business　Behaviour，　Value　and　Growth、
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3　我国の現状

　我国の現状について，特に産業構造との関係で大企業と中小企業，重化学工

業と軽工業の関係をみることからはじめよう。重化学工業と軽工業の関係につ

いてみると，昭和32年から36年までの間に，我国の重化学工業化の割合は，他

の先進資本主義国にくらべていちぢるしく高かった。昭和28年において，重化

学工業の比率は，日本が50．1％，アメリカが55．4％，イギリス55．6％，西ドイ

ツ55・4％，フランス52．2％であったが，昭和33年には，日本が54．7％，アメリ

カは54．8％，イギリス58．6％，西ドイッ57．2％，フランス58．2％で，この期間

の重化学工業化はフランスに次いで高かったが，昭和37年には，日本は65．1％

の重化学工業化率であり，特にこの間の重化学工業化がいちぢるしかったこと

を示している。昭和36年の時点で，重化学工業は，事業所数では29．2％，従業

者数では48．0％であるが，付加価値額では61．8％を占めている。

　事業所単位でみると，1000人以上の従業員をもつ大企業の事業所数は，O・3

％であるが，付加価値額では34．2％で，かなり高度な集中を示していることが“

わかる①。

　集中度にっいて，日本とアメリカを比較してみると，アメリカの方が，大規

模事業所の占める比重は大きい。又，大事業所の付加価値のシェアーも大き

び。日本は，一方でかなり巨大な企業が発達しながら，他方では，依然として　　・

弱小企業が，かなり広汎に存在していることを示している。だが，アメリカ

は，大事業所の占める比重が高い割には，付加価値の占める比重は，日本にく

らべて大きくはない。これは，日本の方が生産集中度が大きいことを示してい

る。集中度の高い業種の数を，g日米両国について比較すると，　日本の方が多

い⑨。この点から言うと，我国は集中度のうえでは，かなり高く，その意味で

独占化がすすんでいると言える。

　それならば，我国の市場の方が独占の特徴的なパター一ンを示しているかと言

えば，そうではない。むしろ，競争的傾向がいちぢるしい。しかも，かなり集

中度の高い分野において，競争的傾向が強いところに，日本経済の特徴がある

とも言える。先に述べた二つの側面との関係で言えば，アメリカの方が協調的

側面がより強く，我国の方は，競争的側面がより強い。

　集中度の変動の状況についてみると，たとえば上位3社の累積集中度は，昭

和25年から37年までの間に，低下傾向を示しており，更lc　IO社累積集中度も，

大よそ平均的にみて低下傾向を示している。だが3社累積集中度の低下傾向の
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方が，より顕著である。

　このことは，おそらく過当競争のひとつのあらわれであると推測されうる。

つまり需要が拡張しつつある場合には，集中度は低下し，需要が停滞しつつあ

る場合には，逆に集中度が上昇すると言えるからである。景気変動との関係で

みると，28年から29年，32年から33年の不況期には集中度が増大し，25，26，

31，32，34，35年の好況期には集中度が低下している。累気感応性の強い機械

や金属では，集中度の動きも同様に，景気に即応して変動的である。長期の動

向をみると，停滞産業は集中度が増大し，成長産業は集中度が低下している。

集中度の変化の動向で市場の構造をみると，集中度が低下傾向を示しているの

は，成長産業であり，集中度の変化が少ないのは需要が安定している産業であ

る。逆に，集中が高度化を示すものは，需要が停滞している部門と言える③。

過当競争の客観的根拠を，需要の面から言うと，需要が拡張しつつあり，シェ

アー－ue得の競争が激しい部門は，過当競争におちいりやすい。その意味で，少

なくとも昭和34年頃まで平均的に集中度が低下傾向を示してきたことは，高度

成長と過当競争のあらわれとも言える。

　ところで，集中度が低下傾向を示すと言っても，’上位3社の集中度の動向

と，上位10社の集中度の動向どは必らずしも同じではない。上位3社の集中度

の低下傾向は，主として，それに次ぐ企業群の進出によってシェアーをうばわ

れている面もある。このことが，単なる競争と寡占的競争の相異でもある。す

なわち，市場が拡張することによって，参入の条件は整うにしても，弱小企業

が急速に増大するとは言えないのであり，主として，ある程度の資本力，技術

的条件をととのえた中堅企業の進出というかたちをとることが多いのである。

このことが，上位1社，乃至3社の集中度が，上位10社の集中度より急速に低

下しているという事実に反映されていると言えるであろう。

　次に，市場内における企業の規模や格差の面からみるとどうか。先に示した

市場の類型の分類でいうと，高度寡占型1，寡占型1は，いずれも上位1社と

2位以下に若干の格差がある。これに対して高度寡占型皿と寡占型9は，1位

と2位以下の格差がそれ程大きくはない。1のタイプにおいては，寡占企業間

の相互依存関係＝協調性がより強くみられ，皿のタイプにおいては，むしろ競

争的側面が強くみられる。

　ところで，シロス・ラビー二の参入阻止価格論④にみられる市場構造は，市

場内に存在する企業間に格差のみられる不均質的市場であり，主導的大企業の

リー一ダーシップのもとに，市場内に存在する企業が協調して行動することによ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
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り，相互の利益を維持する，そのような市場構造である。ところで，このよう

な相互依存性は，受けとる利益の格差を前提としている。だからもし，市場が

拡張することによって2位以下の企業が自己の利益を拡大する可能性が生じて

くるならば，このような協調性はくつれる。したがって，企業格差の存在形態

と，需要の状況とは密接な関係にあり，両方の要素が相侯って，企業行動の性

格を決めると言うことができる。

　過当競争の強くあらわれる客観的根拠は，需要の条件としては，市場が拡張

しつつあるということであるが，企業間の格差があまり大きくない状態のもと

で，市場が拡張しつつある場合には，とりわけ競争的側面が強くあらわれる。

市場が停滞している場合には，同程度の規模をもつ大企業が数社共存している

時には，しばしばカルテル協定等により価格維持政策がとられたりするが，そ

の場合の協調は，いちぢるしく不安定である。したがって，何らかの理由で当

該市場が急速に拡張したならば，たちまちシェアー一獲i得競争が生じうるであろ

う。

　ごく一般的な傾向としては，需要条件からみれば，市場が拡張しつつある場

合には，競争的側面が強くあらわれ，市場が停滞している場合には，協調的側

面が強くあらわれる。企業間格差の問題としては，概して集中度が高い程，協

調的側面が強く，集中度が低い程競争的側面が強くあらわれるが，更にこまか

くみれば，上位の1社と2位以下の企業め格差が大きい場合には，協調的傾向

があらわれ，上位数社の集中度が高くとも，同程度の企業が上位を占めている

場合には，競争的傾向があらわれる。

　又，かなりの長期をとって動態的な過程をみるならば，仮に，業界をリー・一・・ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なする企業が存在して2位以下の企業を引き離し，1ive　and　let　liveの政策が

とられている場合でも，何らかの理由で需要が急速に拡張するならば，競争的

側面があらわれてきて，格差が縮少する可能性がある。又，いくつかの大企業群

と，それよりおくれている中小企業群に分かれている場合，同じく需要の急速

な拡張があるならば，申企業群が急速に拡張して，格差を縮少していくことも

起りうる。概して競争的側面の強くあらわれる場合は，格差も縮少傾向をも

ち，又，企業の順位にもいれかえが生じうる。逆に市場が停滞しつづけている

と，格差の拡大が生じ，はっきりとした格差が成立すると，協調的側面がより

強くあらわれると言える。したがって，競争的側面と協調的側面とは，同一業

種の中でも共存し，客観的条件の相異によって，そのいずれかがより支配的に

あらわれる，というζとができるQ
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　最後に，この二つの側面のあらわれを，今日の日本経済の現状との関係で検

討してみよう。昭和37年以後の日本経済に関して，転型期ということが言われ

る。それは，戦後の高成長経済に，ひとつの転機がおとつれたことを言いあら

わしている。これまでの分析との関連で言うならば，当然，競争的側面から協

調的側面が強くあらわれることが想像される。すなわち，成長期の産業におい

ては，競争的側面が強くあらわれ，停滞産業においては，協調的側面が強くあ

らわれるということから，不況の長期化，全体としての成長率の鈍化は，当

然，企業間の競争形態の変化をもたらすと想像される。これを，歴史的な段階

として把握すると，次のようにシェーマ化することができる。高成長をもたら

す要因は，需要の側面と供給の側面に分けることができる’ 。第1の段階は，技

術革新と需要の急速な成長に支えられた成長期である。新製品，新市場が開拓

される場合には，主導的企業がまつあらわれて急速に拡張する時期である。第

llの段階は，技術進歩が普及し，他方，需要も継続的に拡張する時期であり，

シェアー獲得競争が激化する時期である。第皿の段階は，いわゆる転機であ

り陀技術も伸び悩み，需要も停滞する時期で，集中化が進行する時期である。

この時期も競争は激しい。そして第】Vの段階は，停滞乃至安定の状態で，シェ

アーも固定化し，協調的側面が強くあらわれる時期である。競争的側面が最も

強くあらわれるのは，Rの段階であり，多くの産業は，この段階を経験する。

1の段階は，新製品が生産される場合，特定の企業が，大がかりなイノヴェー

ションを行なって超過利潤を獲i得する場合であ房皿の段階は，模倣者がそれ

に追いつこうとする段階である。皿の段階に至っても，おそらく競争的傾向は

強いであろう。この場合の競争は，集申の激化，倒産企業の続出で特徴づけら

れる。そして，それがひとわたり済んで業界地図がぬりかえられ，ある程度の

動揺がおさまったところで，協調的行動が前面に強くあらわれる。

　需要面と技術面からのアプローチから，以上のように区分しうるが，これは

同時に，市場内における企業聞格差の動きに照応させることができる。第1の

段階では，主導的企業が超過利潤を獲得する。あるいは新製品が生産される場

合は，先発企業が急速に拡張し，他の弱小企業との間の格差を拡げる。したが

って，この段階は，トップメーカ…一・と，その他の中小メーカーとの格差が拡大

する時期である。第1［の段階は，市場の拡張にともなって中堅企業が追いつい

ていく，いはばキャッチアッププロセスであり，格差が縮少する段階である。

第皿の段階は，再び格差が拡張し，弱小企業が淘汰される段階である。そして

第Wの段階となって，企業間の格差，集中度等が高位に安定的となる。格差の
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縮少過程においては，過当競争が激化する。第Wの段階は表面的には安定的で

あるが，その場合にも，内部が安定している場合と，不安定な場合とがある。

前者の場合は，二極集中型のように，少数一一1社とか2社，せいぜい3社程

度一の大企業と，多数の周辺的小企業が併存する場合であり，大企業と他の

中小企業の格差があまりにも大きいために，多少の需要の拡張があっても，と

うてい追いつけないという場合である。とのような場合には，大企業によるリ

ー一 ダーシップが確立し，協調的傾向があらわれうる。後者の場合は，上位数社

の力が接近していて，中以下の企業とは格差が大きくなるが，上位企業間にそ

れ程格差がないという場合であり，・この場合には，表面上協調はするが，内部

的には不安定であり，少しでも需要の拡張があったり，ひとつの企業が強気に

出た場合には，協調関係は容易にこiPれやすい。．

　これを戦後あ我国の経済にあてはめると，昭和32年からの高度成長期には，

家庭電器や自動車産業等は，1の段階にあった。33年下期以後は，高度成長政

策により，多くの産業において需要が急速に拡張したが37年以後，需要の伸び

が鈍化しはじめ，新産業部門においても，そろそろ需要の停滞が生じている。

この時期，いわゆる成長産業において，超過利潤が消滅する過程が生じ，その

結果，収益率が，同一市場内の企業間においても，産業間においても平準化す

る傾向が生じている。

　企業間格差の問題としてみると，化学繊維は，東洋レー一ヨンという主導的企

業が，高成長期に急速に拡張し，格差を拡大していったが，37年ごろから後発

企業が進出し，格差は縮少しはじめた。電気機器の場合は，36年度までは殆ん

ど格差がなかったのが，37年以後，日立製作所とその他の間で格差がひらきは

じめた。これは，第皿の段階に入っていることを示している。自動車産業の場

合も，日産とトヨタに比し，他の企業は，徐々に収益率を低下させている⑤。

これらの動きは，すべての市場に共通であったというわけではないが，かって

の好況，成長産業において，市場の停滞と共に，企業間格差が拡大し，上位企

業のリーダー一シップが次第にはっきりしてくる過程としてとらえることができ

る。先の1～IVの過程は，あくまでも模型であり，業種によって種々異なるで

あろうが，昭和37年以後の日本経済は，超過利潤が消滅して利潤が平準化する

とともに，後発メーカーのシェアー獲得が困難となり，格差がはっきりあらわ

れてきた段階とみることができる。したがって，集中度の動きについても，36

年までは，集中度の低下傾向があり，37年以後は，再び集中化がすすみはじあ

ているとみることができる。しからば，これで我国の経済は，成熟と停滞の途
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についたと言いうるであろうか。私にはそのように断言するのは早計に思だ

る。虹の段階は，自由競争から独占ぺ至る過程でただ一度だけ経験するという

ものではない。すでにIVの段階へ一度入った産業が，なんらかの理由で，再び

拡張と競争の激化をもたらすということはありうるのであるgつまり，寡占経

済は，超独占へ至る過渡的現象ではなく，それ自体，競争と協調をくり返す動

態的な過程と把握すべきである。

①日本の産業集中21～23頁

②同上，62～72頁参照

③同上，98頁

④P．Sylos－Labini，　Oligepoly　and　Technical　progress．1962

⑤　収益率の平準化傾向と企業格差の拡大については，三菱経済研究所，企業経営の分

　　析（本邦事業成績分析）38年下期，39年上期合併号，参照


